
【原案】福知山都市計画地区計画の決定（福知山市決定） 

 

都市計画上六人部地区計画を次のように決定する。 

 

名  称 上六人部地区計画 

位  置 福知山市字三俣の一部 

面  積 約 １５．３ ｈａ 

地

区

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 １ 住環境の維持及び形成 

 住宅の分散的な立地を避けて良好な住環境を保全するととも

に、住民同士が協力し、安心して住み続けられる地域の形成をめ

ざす。 

２ 自然環境の保全及び営農環境との調和 

 恵まれた自然環境を積極的に活用した魅力ある地域づくりを

推進するため、地区周辺の農地や地域資源の維持保全を図る。 

３ 地域の活性化 

 閉校した上六人部小学校跡地の利活用や国道９号沿道の有効

な土地利用を推進し、地域活力の回復を図る。 

 集落内には、日常生活に必要な店舗等の配置を促し、地域の利

便性向上を図る。 

また、季節に応じた花を植えて良好な景観を創出するなど、住

民がいきいきと暮らせる地域づくりを推進する。 

 

土地利用の方針  上六人部地域の中核となる集落として、細区分に応じて、日常

生活に必要な商業店舗の立地や閉校した上六人部小学校跡地の

利活用等を促進し、地域に住み続けられる居住環境の維持保全を

図る。 

 

建築物等の整備の

方針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、周辺の自然環境

や田園風景と調和した、ゆとりと潤いのある集落の居住環境の維

持保全を図るため、建築物等の用途、形態等について必要な規制

を行う。 

 

地区施設の整備の

方針 

生活と交通の安全と利便性の向上を図るため、区画道路の計画

的な整備を推進し、適切な維持管理に努める。 

 

 



 

地

区

整

備

計

画 

地区の細区分 
住居Ａ 

（旧国道沿い・新規住宅） 

住居Ｂ 

（歴史保全） 

活力Ａ 

（会館周辺） 

活力Ｂ 

（国道沿い） 

活力Ｃ 

（学校跡） 

地区の面積 約 8.2ｈａ 約 3.3 ｈａ 約 1.8 ｈａ 約 0.8 ｈａ 約 1.2 ｈａ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはな

らない。 

ただし、市長が必要と認めるものについてはこ

の限りではない。 

１）建築基準法別表第二(い)項第１号から第９号

（共同住宅、寄宿舎又は下宿及び長屋は、戸数が

７以上のものを除く。）に掲げる建築物 

２）都市計画法第３４条第１号に規定する建築物 

３）都市計画法第３４条第４号に規定する建築物 

４）都市計画法施行令第２０条に掲げる建築物 

５）前各号の建築物に附属するもの 

 

次に掲げる建築物以外の建築

物は建築してはならない。 

ただし、市長が必要と認める

ものについてはこの限りではな

い。 

１）建築基準法別表第二(は)項

第２号から第７号に掲げる建築

物 

２）建築基準法別表第二(い)項

第１号から第９号（共同住宅、寄

宿舎又は下宿及び長屋は、戸数

が７以上のものを除く。）に掲げ

る建築物 

３）都市計画法第３４条第１号

に規定する建築物 

４）都市計画法第３４条第４号

に規定する建築物 

５）都市計画法施行令第２０条

に掲げる建築物 

６）前各号の建築物に附属する

もの 

次に掲げる

建築物以外の

建築物は建築

してはならな

い。 

ただし、市長

が必要と認め

るものについ

てはこの限り

ではない。 

１）店舗、飲食

店その他これ

らに類する用

途に供するも

ののうち、建築

基準法施行令

第１３０条の

５の３に定め

るもので、その

用途に供する

部分の床面積

の合計が１，５

００㎡以内の



もの（３階以上

の部分をその

用途に供する

ものを除く） 

２）工場（農作

物栽培施設の

用に供するも

のに限る。） 

３）都市計画法

第３４条第４

号に規定する

建築物（農作物

栽培施設の用

に供するもの

に限る。） 

４）各号の建築

物に附属する

もの 

 

 

 

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

 

１０分の１０ １０分の２０ 



建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

 

１０分の６ 

建築物の敷

地面積の最

低限度 
１５０㎡ 

ただし、長屋、共同住宅に限り、戸数を４以下とする場合は２００

㎡、戸数を５以上とする場合は５００㎡とする。 

また、都市計画法施行令第２０条に掲げる建築物の敷地を除く。 

 

 

２００㎡ 

ただし、長屋、共同住宅に限り、

戸数を５以上とする場合は５０

０㎡とする。 

また、都市計画法施行令第２０

条に掲げる建築物の敷地を除く。 

 

建築物の壁

面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は

１．０ｍ以上とする。 

ただし、長屋及び共同住宅を建築する場合は、１．５ｍ以上とする。 

 

建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面から敷地境界線までの

距離は、１．５m 以上とする。 

建築物等の

高さの最高

限度 

地盤面からの建築物（階段室、昇降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上の

部分を含む。）の高さの最高限度は１０ｍとする。 

地盤面からの建築物の各部分の高さは、当該部分

から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線ま

での真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たも

のに５mを加えたもの以下とする。 

 

 

地盤面からの建築物の高さの最高限度は１３ｍ

とする。 

地盤面からの建築物の各部分の高さは、当該部分

から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線ま

での真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たも

のに１０mを加えたもの以下とする。 

 



建築物等の

形態又は意

匠の制限 

 

 建築物及び工作物の形態・意匠、色彩等は、福知山市景観計画に定める自然景観保全ゾーンの景観

形成基準に適合したものとする。 

 

建築物の緑

化率の最低

限度 

 

戸数が５戸以上の長屋、共同住宅を建築する場合 １００分の８ 

― 

垣、さく又

は塀の構造

の制限 

建築物の壁面の位置の制限距離

内に設置する垣、さく又は塀のう

ち、道路に面する部分は地盤面か

ら高さ１．６m 以下とする。ただ

し、生垣を除く。 

 ― 

建 築 物 の 壁

面の位置の制

限距離内に設

置する垣、さく

又は塀のうち、

道路に面する

部分は地盤面

から高さ１．６

m 以下とする。

ただし、生垣を

除く。 

― 

［区域は計画図表示のとおり］ 

理 由 

 本都市計画は、人口減少が深刻な課題となっている上六人部地域における既存コミュニティの中核となる集落として、本地区に

地区計画を策定し、いつまでも住み続けられる居住環境の維持確保をめざすものである。 


